
(栃木市企業立地促進条例に定める奨励措置「立地奨励金・用地取得奨励金」の交付要件について) 

栃木市企業立地に係る優遇制度の要件確認フローチャート

栃木市　産業振興部　産業基盤整備課　企業立地係　TEL:0282(21)2376

例として、事業所の立地のため
に、Ａ社が土地、建物を取得し、固
定資産税を納付する。 

また、Ｂ社が設備等の資産を取
得し、固定資産税を納付するととも
に、当該事業所の従業者を雇用す
る場合など、「投資」と「雇用」の要
件をそれぞれの企業が満たす場
合は、連名による申請をしていた
だきます。 

詳しくは、栃木市産業基盤整備
課企業立地係(TEL0282-21-2376)
にお問合せください。

＜要件確認＞ 

スタート

(固定資産税・都市計画税相当額の交付) 

「立地奨励金」該当 
 
＜交付期間＞ 
５年：立地区域が団地・用途地域 
　　　  重点促進地域 
２年：その他の地域

Ａ：市内の産業・工業団地 
Ｂ：用途地域(都計法第 8 条) 
Ｃ：地域未来投資促進法において 
　　定められた重点促進区域 
Ｄ：上記以外の地域 
Ｅ：市外(県内)

事業所の
「立地区域」
はどこです

か？

事業所の
「主な用途」
は何です

か？

「投資総額」 
(土地・建物・設備の総額) 
は１億円以上で

すか？

「土地の取得
形態」は次の
うちどれにあ
たりますか？

土地取得後、
「操業開始」
まで５年以内

ですか？

「市内在住の常
時雇用の従業者
数」は５人以上

ですか？

県補助金が該当する可能性があり
ます。栃木県産業政策課
(TEL028-623-3202)にお問い合わせ
ください。

Ａ：物品の製造、加工、修理を行う施設 
Ｂ：物品の販売を行う施設 
Ｃ：物流、情報ｻｰﾋﾞｽ、研究開発を行う施設 
　　及びデータセンター 
Ｄ：どの施設にあたるか判断に迷う

お手数ですが、栃木市産業
基盤整備課企業立地係
(TEL0282-21-2376)にお問合
せください。

「投資総額」 
(土地・建物・設備の総額) 
は２億円以上で

すか？

「市内在住の常
時雇用の従業者
数」は１０人以上

ですか？

非該当

Ａ：新規に取得する土地 
Ｂ：元々自社で所有していた土地 
Ｃ：借地

Ａ・ＣＢ

Ｄ

非該当

(用地取得額の 10％を交付) 

「用地取得奨励金」 

該当
Ａ：「宇都宮西中核工業団地」を栃木県土地開発公社から取得 
Ｂ：上記以外

土地取得後、
「操業開始」
まで５年以内

ですか？

いいえ

はい

Ｂ

Ａ

非該当いいえ

はい

Ａ

今回の 
「投資計画」
をお聞かせ

ください

Ａ：新規事業所の立地 
Ｂ：市内事業所の新増設 
Ｃ：市内事業所の市内移転又は建替え

Ａ・Ｂ

Ｃ

市内移転、敷地内建替えの場合、立地前後の税額の増額分のみ該当となります

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

Ｅ

※立地奨励金及び
用地取得奨励金の
両方が該当します

非該当 いいえ

いいえ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ｂ・Ｃ
※土地の固定資産税分は非該当


